
高速道路料金等に関する意見書

トラック運送事業は，国民生活と産業活動を支える公的サービスの担い手として，極めて重

要な使命を果たしており，東日本大震災や熊本地震等災害時には，緊急救援物資輸送に総力を

挙げて取り組んでいる。

一方，平成２年の規制緩和以降，過当競争により原価に見合った運賃設定が困難な状況であ

り，他産業に比べて「長時間労働・低賃金」を背景に労働力不足が顕著な状況にある。

このような中で，本土最南端に位置する本県をはじめ，消費地から遠隔にある地域の物流は，

必然的に長距離輸送となり，燃料費や高速料金などコスト負担が大きくなっていることから，

農林水産業など地域産業の維持発展のためには，地域産業を一体で支えるトラック運送事業に

係る経営負担の軽減と労働環境の改善を図る必要がある。

現在，社会資本整備審議会の国土幹線道路部会において，高速道路料金の深夜割引の適用区

間について，全走行区間から割引時間帯の走行区間とする見直しが検討されている。

これらの見直しが実施された場合，トラック運送事業者等は，高速料金の負担が増えるだけ

でなく，深夜労働が増えるなど労働環境にも影響を及ぼすことが懸念される。

よって，国においては，適正な労働環境の確保や地域産業の維持発展を図る観点などから，

トラック運送事業者に配慮した新たな料金体系の創設等，下記事項について特段の措置を講じ

られるよう強く要望する。

記

１ 大口多頻度割引５０％の恒久化及び深夜割引の拡充並びに長距離逓減制の割引区分及び割

引率の拡大など高速道路料金の割引制度の拡充を図ること。

特に，深夜割引を適用する走行区間については，従来どおり全走行区間を対象とすること。

２ 生産物を各地区に荷卸しする長距離物流の輸送実態に対応して，一時退出の場合も通算す

る料金体系を創設すること。

３ 労働関係法令遵守や労働環境改善のために，ＳＡ・ＰＡのトラック駐車スペースを整備拡

充すること。

以上，地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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